
今後の方向性(案)現行学習指導要領

目指す資質・能力等

小学校 家庭科の改訂の方向性（たたき台案）

内 容
家族や家庭、衣食住、消費や環境などに係わる生活
事象について、協力・協働、健康・快適・安全、生活
文化の継承・創造、持続可能な社会を構築等の視点か
ら解決すべき問題を捉え、よりよい生活の実現に向け
て考察すること

検討事項

家庭科の見方や考え方

・生活の科学的な理解
・生活課題を解決する能力と実践的な態度の育成
・小・中・高等学校教育を通じて育成すべき資質・能力の明
確化
・各学校段階を通じて、家庭や社会とのつながりを重視
・少子高齢社会、資源や環境に配慮したライフスタイルの
確立や持続可能な社会づくりのための力、他者と共生
し自立して生活する力、生涯を見通して生活を設計し
創造していく力の育成

「論点整理」における指摘事項

○少子化社会対策大綱（Ｈ２７．３．２０閣議決定）
妊娠や家庭・家族の役割については、発達の段階に応じ

た適切な教育の推進を図る
〇高齢社会対策大綱（Ｈ２４．９．７閣議決定）
高齢社会に関する課題や高齢者に対する理解を深める

〇第３次男女共同参画基本計画（Ｈ２２．１２．１７閣議
決定） 家庭を築くことの重要性などについての指導の充
実を図る

〇食育推進基本計画（Ｈ２３．３．３１食育推進会議決定）
学校教育全体を通して食育を組織的・計画的に推進する

〇和食の無形文化遺産登録（Ｈ２５．１２．４）
日本の伝統的な食文化

〇消費者教育の推進に関する法律（Ｈ２4．８．２２）

学校における消費者教育の推進
〇環境基本計画（Ｈ２4．４．２7閣議決定）
学校や社会におけるＥＳＤの理念に基づいた環境教育
等の教育を推進する

関連する会議における提言等

○生活をよりよくしようと工夫す
る能力

生活の中から問題を見出して
課題を設定し、その解決を目指し
て身に付けた知識・技能を活用し

、生活をよりよくしようと工夫する能
力

○家族の一員として生活をよ
りよくしようとする実践的な
態度

家庭生活の大切さに気付き、
家族や地域の人々との関わり
を考え、家族の一員として、生
活をよ りよくしようとする実践的
な態度

○日常生活に必要な基礎的・
基本的な知識・技能

・家族・家庭生活に関する知識・
理解

・衣食住に関する知識・理解、
技能

・消費生活や環境に配慮した生
活の仕方に関する知識・理解、
技能

● 家族・家庭生活に関する内容
○少子高齢化に関する内容の改善
・家族や地域の人々との関わり（異世代）、

「家庭の仕事」への協力等、家庭生活
と家族の大切さの理解に関する内容の
充実（実践的な学習は他教科等と連携）

○家庭や地域との連携を図り、主体的に
取 り組む問題解決的な学習を充実

● 衣食住の生活に関する内容
○衣食住の生活に関する内容の改善
・生活の自立の基礎を培うための基礎的

な技能の確実な習得を図る学習の充実
・健康で安全な食生活のための食育の充

実
・日本の生活文化の大切さに気付く学習

の充実
○生活の科学的な理解の重視
〇家庭や地域との連携を図り、主体的に

取 り組む問題解決的な学習を充実

● 身近な消費生活と環境に関す
る内容

○持続可能な社会の構築に関する内容
の改善

・消費・環境に配慮した生活の仕方を工夫
する内容の充実

（実践的な学習は他教科等と連携）
○家庭や地域との連携を図り、主体的に

取 り組む問題解決的な学習を充実

A 家庭生活と家族
（1）自分の成長と家族
（2）家庭生活と仕事
（3）家族や近隣の人々

とのかかわり

B 日常の食事と調
理の基礎

（1）食事の役割
（2）栄養を考えた食事
（3）調理の基礎

C 快適な衣服と住
まい

（1）衣服の着用と手入
れ

（2）快適な住まい方
（3）生活に役立つ物の

製作

D 身近な消費生活
と環境

（1） 物や金銭の使い
方と買物

（2）環境に配慮した生
活の工夫
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